
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

年休取得義務化で取得は進んでいるか 

～労働政策研究・研修機構調査から 

独立法人労働政策研究・研修機構が、働き方改革関連法の施行に伴い、年次有給休暇（年休）取得に関する企業・

労働者アンケートを行い、その結果を公表しました（調査期間：2020 年１月 27 日～２月 7 日。企業 17,000 社、

労働者 71,796 人を対象に実施し、回答は企業 5,738 票、労働者 15,297 票）。 
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◆計画的付与制度の導入企業は 42.8%、取得目標を設定している企業は６割以上 

 企業調査の年休の計画的付与制度の導入状況では、「導入されている」とする企業割合は 42.8％でした。年休取得率や

年休取得日数などの目標設定については、「年休取得日数の目標のみを設定している」が 53.6％と半数以上を占め、「年休

取得率の目標のみを設定している」が 4.3％、「年休取得率及び取得日数双方について目標を設定している」が 4.1％、「上

記以外の目標を設定している」が 0.9％となっている一方で、「何らの目標も設定していない」とする企業は 34.9％あり

ました。 

◆３年前と比べ取得日数が増えた企業とする労働者は 41.5% 

労働者調査での年休取得日数の３年前との増減比較では、「変化しなかった」が 46.4％でしたが、「増加」（「５日以上増

えた」「３～４日増えた」「１～２日増えた」の合計）も 41.5％となりました。一方で、「減少」（「５日以上減った」「３～

４日減った」「１～２日減った」の合計）は 4.4％でした。 

「増加」と回答した者の増加した理由（複数回答）は、「会社の取組みにより取りやすい就業環境になったから」が 37.6％

ともっとも高く、次いで、「個人的理由により、有給休暇が必要になったから」（31.3％）、「上司に有給休暇を取得するよ

う勧められたから」（21.0％）、「法律等の影響もあり年休を取りやすい環境ができた」（20.7％）などとなっています。 

◆年５日の取得義務の認知度は、企業で 95.5％、労働者では 84.4％ 

年休の年５日の取得義務化についての理解度は、企業調査では、「内容を十分に理解している」が 64.4％で、「ある程度

理解している」（31.1％）と合わせて 95.5％を占めました。また、労働者調査でも、年５日の取得義務化について、「内

容を含め知っている」が 54.9％で、「聞いたことがある」（29.5％）と合わせると 84.4％に上りました。 

◆時間単位年休の導入企業は 22％、導入を求める労働者は５割以上 

企業調査での時間単位年休取得制度の導入状況では、「導入している」が 22.0％でした。導入理由（複数回答）では、

「日単位・半日単位に満たない時間の取得が可能で便利」（70.0％）がもっとも高く、次いで、「個人的な事情に対応した

休暇取得が可能になる」（57.3％）、「年休の取得促進のため」（56.5％）、「育児、介護の支援」（49.0％）、「仕事と治療の

両立支援」（42.1％）などとなっています。 

一方、時間単位年休取得制度を導入していない理由（複数回答）は、「勤怠管理が煩雑になる」が 50.3％ともっとも高

く、次いで、「すでに半日単位の年休取得制度がある」（46.8％）、「給与計算が複雑になる」（39.3％）、「変形労働時間制

等のため時間単位の代替要員確保困難」（31.4％）、「導入可能と不可能部署があり平等性から導入しづらい」（29.4％）な

どとなっています。一方、労働者調査で時間単位年休取得制度が適用・導入されていない者（「わからない」を含む）に聞

くと、勤務先での時間単位年休取得制度を「導入・適用してほしい」とする割合は 50.6％となっています。 

年休の取得増進については、５日間の取得義務化という法律の後押しがあって３年前と比べると全般的に進んでいると

いう結果が出ましたが、やはり会社が取得しやすい環境づくりを進めることが重要のようです。とりわけ、時間単位の取

得制度については会社側の事情から導入されていないケースが多い一方で、導入されていない企業の勤労者の半数以上が

導入を望んでおり、有休の取得率アップや従業員の満足度向上のためにあらためて検討してみることも必要かもしれませ

ん。 【労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関するアンケート調査」】 

https://www.jil.go.jp/institute/research/2021/211.html?mm=1698 



 
 

 

 

 

 

 

  

◆厚生労働省が毎年公表 

 

 厚生労働省が毎年まとめて

いる「個別労働紛争解決制度の

施行状況」の令和２年度の内容

が明らかになりました。 

「個別労働紛争解決制度」は、 

 

① 都道府県労働局や各労働

基準監督署内等で専門の

相談員が対応する「総合労

働相談」 

② 都道府県労働局長による

「助言・指導」 

③ 紛争調整委員会による「あ

っせん」の３つの方法があ

ります。このほど公表され

たそれぞれの件数、事件内

容等をご紹介します。 

◆総合労働相談件数は過去最多 

① 総合労働相談 

・相談件数 

総合労働相談は、約 13 万件で過去最多。民事上の個別労働紛争相談は、 

令和元年度の 279,210 件に次いで、令和２年度は 278,778 件と、過去２番目に多かった。 

・相談内容別の件数 

 「いじめ・嫌がらせ」22.8％が最も多く、「自己都合退職」11.4％、「解雇」10.9％、「労働条件

の引き下げ」9.3％となっている。 

② 都道府県労働局長による助言・指導 

・申出件数 

 令和２年度は 9,130 件で、過去３年間で最も少ない。 

・申出内容別の件数 

 「いじめ・嫌がらせ」が最も多く 18.4％、「解雇」9.7％、「労働条件の引き下げ」9.0％、「自己

都合退職」7.4％と続く。 

③ 紛争調整委員会によるあっせん 

・申請件数 

 令和２年度は 4,255 件で、調査を始めた平成 23 年度から最も少ない。 

・申請内容別の件数 

「いじめ・嫌がらせ」が最も多く 28.0％、「解雇」21.8％、「雇い止め」9.5％、「労働条件の引

き下げ」6.9％、「退職勧奨」6.6％となっている。 

◆「ハラスメント対策の重要性」が顕著に 

相談・申請等の内容として、平成 23 年頃は「解雇」が最多だったのに対し、この 10 年ほどで、「いじめ・嫌がらせ」が圧倒的に多

くなる傾向に変わっています。令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）はコロナ禍真っ只中だったにもかかわらず、「解雇や雇い止

め」に関する件数はそれほど目立っていません。 

つまり、今後は何が何でも「ハラスメント対策」を強化する必要があるということなのかもしれません。 

【厚生労働省「令和２年度個別労働紛争解決制度の施行状況」プレスリリース PDF】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000797476.pdf 

令和２年度個別労働紛争解決制度の施行状況～厚労省公表 

男女共同参画局「職場のジェンダーギャップチェックシート」が公表されました 

◆「職場のジェンダーギャ

ップチェックシート」とは 

内閣府の男女共同参画推

進連携会議は、経済分野に

おける女性の活躍促進女性

のエンパワーメントの促進

に向けて、連携会議に参加

している団体に、傘下の企

業・組織における男女共同

参画の現状についてアンケ

ート調査を行いました。 

そして、アンケートの項

目を参考に、職場でできる

「職場のジェンダーギャッ

プチェックシート（試作

版）」を作成しました。この

チェックシートは、経営者

向けと従業員向けの２つが

あり、それぞれ 17 の質問

で構成されています。 

◆経営者向けシート 17 のＱ 

経営者向けのチェックシートは次のとおりです。それぞれ「そう思う」または「そう思わない」で

答えてください。 

Ｑ１ 企業の団体の代表は男性が担っている 

Ｑ２ 意思決定機関（役員会・理事会等）の構成員は男性が担っている 

Ｑ３ 営業・外回り・渉外関連部署等は主に男性が担っている 

Ｑ４ 経理・総務・人事など組織内の間接部門は主に女性が担っている 

Ｑ５ コピー・お茶出しなどの雑務は主に女性が担っている 

Ｑ６ 長時間労働者、夜遅くの対応・業務は主に男性が担っている 

Ｑ７ 正規社員は主に男性、非正規社員は主に女性が担っている 

Ｑ８ 力仕事は主に男性が担っている 

Ｑ９ ケア・サポート仕事は主に女性が担っている 

Ｑ10 研修や能力開発の機会は、主に男性に与えられている 

Ｑ11 育休など子育て両立制度の活用、子育てに関する配慮を受けているのは主に女性である 

Ｑ12 夜の会合が頻繁にある 

Ｑ13 夜の懇親会が頻繁にある 

Ｑ14 在宅勤務・テレワーク・オンライン会議が定着していない 

Ｑ15 上層部のほうが、男女共同参画意識は低い 

Ｑ16 年齢が高い人のほうが、男女共同参画意識は低い 

Ｑ17 （地方に本社・支店がある場合は、都心部よりも）地方部のほうが、男女共同参画意識は低い 

「そう思う」と答えた項目により、どこに問題があるかを判定するつくりになっています。一度ご活用されてはいかが

でしょうか。 

【男女共同参画局「各業界の男女共同参画についてのアンケート調査結果と職場のセルフチェックシート（試作版）」 

https://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/team/WEPs/questionnaire.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

企業の教育訓練の実施状況は？ 

～厚生労働省 令和２年度「能力開発基本調査」の結果等より 

◆教育訓練費用を支出した企業は 49.7％ 

厚生労働省がまとめた令和２年度「能力開発基本調

査」（令和２年 12 月１日時点の状況についての調査）

の結果によれば、企業の教育訓練への費用の支出状況

をみると、ＯＦＦ－ＪＴまたは自己啓発支援に支出し

た企業は 49.7%で、令和元年度調査（以下 「前回」

という）の 57.5％と比べて減少しています。計画的な

ＯＪＴについて、正社員に対して実施した事業所は

56.5％（前回 64.3％）、正社員以外に対して実施し

た事業所は 22.3％（前回 26.5％）となっており、こ

ちらも前回同様減少しています。 

コロナ下において、企業の様々な活動に影響が出てい

るところですが、社員の教育訓練に関する分野にも影

響を与えていることが予想できます。 

◆能力開発や人材育成に関して問題があるとする企業

が７割以上 

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとす

る事業所は 74.9％で、前回と比べてやや減少している

ものの、多くの企業では、人材育成に関する問題がある

と考えていることがうかがえます。問題点の内訳は、

「指導する人材が不足している」（54.9％）が最も高

く、「人材育成を行う時間がない」（49.4％）、「人

材を育成しても辞めてしまう」（42.6％）と続いてい

ます。 

◆コロナ下でオンライン研修などの取組みも進んでいる 

株式会社パーソル総合研究所が実施した、企業におけるオンライン集合研

修の実態に関する調査によれば、オンライン集合研修を増やした企業の割合

は 75％にも上ったそうです。対面での実施が難しい中、これまでと異なる

手法で教育訓練を実施した企業も多かったのではないでしょうか。 

◆今後求められる企業の能力開発への取組み 

日本では、ＧＤＰに占める企業の能力開発費の割合が、他の先進国と比べ

ても低いといわれており、米企業と比べると 20 分の１ほどしかないそうで

す（2018 年「労働経済白書」）。このような実態を国も問題視しており、

2021 年６月に政府が提示した骨太の方針でも、「リカレント教育等人材育

成の抜本強化」が掲げられています。今後、国を挙げた取組みが進むととも

に、労働者側でもキャリア形成に関する意識が高まってくることが予想され

ます。 

このような動きは、企業としても人材確保の観点から無視できないところ

です。今後は、自社の生き残りのためにも、新入社員のみならず、中堅社員

等までも対象にした能力開発に係る新たな取組みを模索していく必要がある

でしょう。 

 

【厚生労働省「令和２年度「能力開発基本調査」の結果】ニュースリリース 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19368.html 

【パーソル総合研究所「オンライン研修の実態に関する調査結果」】ニュー

スリリース 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202107051000.html 

健康保険法改正で傷病手当金の通算や育休中の社会保険料免除が変更に

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が第 204 回国会で

可決・成立し、６月 11 日に公布されています。以下で、主な改正事項をご紹介します。 

◆傷病手当金の支給期間の通算化（令和４年１月１日

から施行） 

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療

養のために休業するときで、一定の要件に該当した場

合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始され

た日から最長１年６カ月です。これは、１年６カ月分

支給されるということではなく、１年６カ月の間に仕

事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガ

により仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含

めて１年６カ月に算入されます。支給開始後１年６カ

月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合で

あっても、傷病手当金は支給されません。 

今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間があ

る場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよ

うに、支給期間の通算化を行うというものです（支給

を始めた日から通算して１年６カ月支給）。がん治療

などで入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養の

ための休暇をとりながら働くケースなどがあることか

ら、改正になりました。 

◆任意継続被保険者制度の見直し（令和４年１月１日から施

行） 

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した

後も選択によって引き続き最大２年間、退職前に加入していた

健康保険の被保険者になることができる制度です。 

保険料は全額被保険者負担（事業主負担なし）で、従前の標

準報酬月額または、当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬

月額のうち、いずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担しま

す。任意継続被保険者となった日から２年を経過したときや、

保険料を納付期日までに納付しなかったとき、就職して健康保

険などの被保険者資格を取得したとき、後期高齢者医療の被保

険者資格を取得したとき、被保険者が死亡したときのいずれか

に該当するときは、被保険者の資格を喪失します。 

今回の改正は、任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直

しや（健康保険組合が規約に定めた場合は、当該保険者の全被

保険者の平均の標準報酬月額より従前の標準報酬月額が高い任

意継続被保険者については、従前の標準報酬月額を保険料の算

定基礎とすることができるようになる）、被保険者からの申請

による資格喪失を可能とするというものです。 

◆育児休業中の保険料の免除要件の見直し（令和４年 10 月１日から施行） 

 育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の末日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料（賞与保険

料含む）が免除される仕組みです。そのため例えば、月中に２週間の育休を取得したとしても、休業期間に月の末日を含

まなければ免除の対象にはなりません。 

今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、育児休業期間に月末を含まない場合でも、月内に２週間以上の育児

休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については１カ月を超える育児休業を取

得している場合に限り免除の対象とするというものです。 



  
 

 

 

 

 

 

８月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

9 月 2 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 


